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第８回 広島市地域公共交通活性化協議会 議事要旨 
 

１ 日 時 令和２年９月１０日（木）１０：００～１１：３０ 

２ 場 所 合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ） 

      北棟６階 マルチメディアスタジオ 

３ 出席者 

⑴ 委員 

広島大学 藤原会長、広島工業大学 伊藤副会長、広島市道路交通局 西原委員、 

西日本旅客鉄道㈱ 山本委員代理、広島高速交通㈱ 伊藤委員、広島電鉄㈱ 塩田委員代理、 

広島県バス協会 赤木委員、広島県タクシー協会 坂本委員代理、 

広島県旅客船協会 松山委員、㈱広島バスセンター 箕田委員、 

中国地方整備局広島国道事務所 景山委員、広島市道路交通局 松田委員、 

広島県土木建築局 上場委員、広島県警察本部交通部 山本委員代理、 

広島市社会福祉協議会 永野委員、広島消費者協会 栗原委員、 

中国地方整備局建政部 濱田委員、中国運輸局交通政策部 三宅委員、 

中国運輸局広島運輸支局 米田委員、広島県地域政策局 為重委員代理、 

広島市都市整備局 山縣委員 

⑵ 事務局 

広島市道路交通局都市交通部 梶谷公共交通計画担当課長、担当職員 

 

 

 

≪令和元年度広島市地域公共交通活性化協議会決算について≫ 

－資料１について事務局より説明－ 

意見なし 

 

≪令和２年度広島市地域公共交通活性化協議会予算について≫ 

－資料２について事務局より説明－ 

意見なし 

 

≪令和２年地域公共交通優良団体大臣表彰について≫ 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ この度、「広島市地域公共交通活性化協議会」が、地域公共交通に関して他地域の模範となるような

顕著な功績を残した団体として国土交通大臣から表彰されることとなった。 

・ 本協議会は、政令指定都市では初となる再編実施計画を策定するなどの取組が認められ、このよう

な表彰をいただき、とても光栄であり、表彰に当たっては、中国運輸局から強く推薦していただい

たと聞いていることから、三宅委員にご紹介して頂きたい。 

 

 

内  容 
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（三宅委員）国土交通省中国運輸局交通政策部交通企画課長 

・ この大臣表彰は、地域公共交通の取組が他地域の模範となるような顕著な功績を残した団体に対し

表彰を行う制度であり、平成 21年から行っており、毎年５団体ほど表彰を行っている。 

・ 広島市の事例に関しては、エキまちループ、まちのわループをはじめとした既存路線の便数の適正

化などについて、政令市では初めて再編実施計画の策定を行ったこと、事業者同士が連携し、「競

争」ではなく「協調」によって再編を行ったこと、利用者目線の施策を徹底したことなどから受賞

につながったと考えている。 

・ 再編については、郊外部だけではなく、都心部でも必要であるということを示すことができた。 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ 受賞に至った経緯には、本協議会のメンバーがそれぞれ表に出ないところで調整・努力を重ねた結

果だと思っている。 

・ 広島市が作成している計画に基づいて市街地の公共交通ネットワークの再編、郊外部でのラストワ

ンマイルなどの取組が評価されたのでうれしく思っており、今後の取組に向け、この協議会での議

論を引き続き行っていきたい。 

・ 協調や連帯ということが今問われているので、引き続きご協力をお願いしたい。 

 

≪新型コロナウイルス感染症による交通への影響について≫ 

－資料４について事務局より説明－ 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ バスについて広島県バス協会から少し詳しく説明をお願いしたい。 

 

（赤木会長）広島県バス協会専務理事 

・ 資料４のＰ５～６のとおり、路線バスだと７月は前年度比２２％減まで戻ってきているが、再流行

もあり、８月、９月と回復の兆しは出ていない状況である。 

・ 一般路線バスについては、少子高齢化での厳しい状況に加え、高速バスや貸切バスの大幅な減収を

受けて経営が大変苦しく、国、県、市からの補助金が必須となっている。また、貸切バスについて

は、７月は少し回復したものの、県外への輸送が戻っていない。 

・ バス協会が管理している広島駅新幹線口のバス乗降場については、５月に利用が全くなくなったこ

とから、予約システムの運用を９月末まで一旦停止していた。１０月、１１月の貸切予約状況を調

査したところ、同じ時間に１０台以上の予約がある日は月に４日程度しかなく、３月までの休止を

決定したところである。 

・ 今後は、バスの利用促進のための取組が必要と考えている。一般路線バスでは、窓の開閉をしなく

てもドアの開閉等により３分で換気できるので、安心して乗っていただけるものと思う。 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ 他の交通事業者で補足説明があればお願いしたい。 
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（伊藤委員）広島高速交通㈱総務部長 

・ 市の補助制度では、支援をいただいているところだが、県の補助制度では、新交通システムは対象

外となっている。新交通システムも生活の足としての役割を担っており、次回、機会があれば、ぜ

ひ新交通システムも対象に入れていただきたいと思う。 

 

（松山委員）広島県旅客船協会専務理事 

・ 資料のとおり、５月が最も利用が落ち込んだ月となっている。定期航路のうち、比較的観光利用の

多い観光航路と、それ以外の生活航路に分けて示している。７月には少し回復したところではあるが、

８月になり、盆休みの帰省自粛の影響により、観光航路、生活航路いずれも再度落ち込んでいる。 

・ 国の支援を活用しながらなんとか経営を維持しているところであり、また、港湾施設使用料の減免

については、広島県にいち早く対応していただき、大変助かっている。これが、山口県や岡山県、

香川県へも拡大しており、感謝している。 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ 日本モビリティ・マネジメント会議（ＪＣＯＭＭ）によれば、日本人は規制をかけなくとも自粛要

請でここまで行動を変えることができる国民性であると言われており、アンケート調査によると、コ

ロナウイルスへの過剰な反応として、特に公共交通利用へ恐れを持っている可能性があるようである。

社会が感じているほど感染リスクが高くないことをわかりやすく書いてあるので、一度ＨＰを見てい

ただき、活用していただきたいと思っている。 

・ 一方で、欧州では、いつかはまた利用者が公共交通に戻ってくるような仕組みとして、この感染拡

大が始まってすぐに自転車道を整備するという施策を展開している。つまり、このように先を見据え

た政策が必要となっていると思っている。テレワークや、私的交通への転換もあるが、これまでなか

なか実現しなかった２地域居住や東京一極集中からの是正などの政策を実施する好機である。大都市

から地域へ移住するというこれまでなかった風潮を活かし、広島のような住みやすい地域で公共交通

の利便性を上げることが魅力を高めることになることから、新しい価値観をもって考えていただきた

いと思う。 

 

≪公共交通ネットワークの再構築に向けた取組について≫ 

－資料５、資料６－１、資料６－２について事務局より説明－ 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ 資料６－２の４ページ「交通系ＩＣカードの全国相互利用サービスの開始」とは具体的にどういっ

たことか。 

 

（事務局） 

・ ＳｕｉｃａやＩＣＯＣＡなど、全国どこでも使えるＩＣカードがＰＡＳＰＹエリアでも使えるよう

になった、というものである。 

 

（坂本委員代理）広島県タクシー協会 

・ 資料６－２の１ページにバス停のストレート化により利用者の利便性を図るとあるが、切込のある

バス停をストレート型にすることで一般交通へ影響はないのか。 
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（事務局） 

・ バス停ストレート化の取組は、相生通りに同じ名称のバス停が複数あり分かりにくくなっているこ

とから、これらを集約することに併せ、バス停の停車車両数の増加への対応、バスの歩道への正着に

よる乗降のしやすさを向上させるために実施している。平成２９年度に社会実験を行っており、この

中で一般車両への影響は少ないことを確認している。 

 

（坂本委員代理）広島県タクシー協会 

・ バス停が集約され廃止となったバス停については、都心部にタクシー乗り場が不足している現状が

あるため、タクシー乗り場として活用することを検討していただきたいと考えている。 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ バス停のストレート化については、道路構造上の問題がありどこでも整備できるものではないが、

２車線以上あり、かつ優先レーンがあるような道路など勘案すると、可能性があるのではないかと考

えている。 

・ さらに何十年後、完全自動運転化したときの状況を考えながら進めていく必要があり、バスはバス

ベイがある箇所に停車するということになっているが、完全自動運転化した際には、「ミーティング

ポイント」という使われ方に変わる。ほとんどの人が自動車を保有しなくなったとき、ライドシェア

をする場所が必要になってくる。これが今のバス停に置き換わってくるのではないかということが、

研究の世界ではシミュレーションされているところである。 

・ 広島の街は、公共交通と私的交通が混ざり合っており、ちょうど良いサイズの都市である。タクシ

ー乗り場や荷捌きスペースで活用すること、ライドシェアのミーティングポイントとして利用するこ

となど、先を見据えておく必要がある。 

 

（松山委員）広島県旅客船協会専務理事 

・ 資料６－１の３ページにある旅客船へのＰＡＳＰＹ導入の取組について補足説明をさせていただく。

旅客船航路の特性からＰＡＳＰＹ導入には至っていないが、宇品港を発着する航路を中心に３社６航

路に全国相互利用可能な交通系ＩＣカードやクレジットカードなどによるキャッシュレス決済や接

触機会の低減を図るべく１１台の自動券売機を導入する取組を進めている。 

・ 資料６－２の１３ページにあります案内情報の充実に関する施策については、宇品港においても昨

年７月から広島港総合案内所を開設している。英語案内が可能なスタッフを配置し、ＪＮＴＯ（日本

政府観光局）の外国人観光案内所認定を受けているので、取組に追記いただきたい。 

・ １月から「広島みなと新線」が広島バス㈱により運行開始されたが、もう少し運行本数を増やせな

いか検討いただきたい。 

 

（事務局） 

・ 広島港における総合案内所の取組については、資料に掲載させていただく。広島みなと新線の運行

本数については、委員からご意見があったことをお伝えしておく。 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ エキまちループ、まちのわループ、広島みなと新線、西風みなとラインなど、バス路線に名称がつ

いていくことはとてもよいことである。○○行きのバスというよりは、とりあえず広島みなと新線に
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乗れば宇品までの観光地や施設に行けるというように、統一性には注意しながらもわかりやすい名称

を付けていけば住民の方にとってわかりやすくなる。 

 

≪評価指標の分析結果≫ 

－資料７について事務局より説明－ 

 

（伊藤副会長）広島工業大学工学部環境土木工学科教授 

・ 資料７の５ページに指標３として、公共交通がなかった地域に新たな交通を導入したことが数値上

昇の要因であると考えられているようだが、公共交通があるところに人口が増加し、コンパクトシテ

ィに近づいているといった要因もあるのではないかと思っており、ぜひこういった視点でも分析をさ

れるとよい。 

 

（事務局） 

・ ご助言いただいた視点も、今後、計画を改定する際の指標設定に向けて検討していきたい。 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ 地域公共交通網形成計画において年度ごとの目標を設定し、ＰＤＣＡを回しながら、目標値を見直

していくという姿勢が大切である。中国運輸局で実施している第３者評価委員会においても、それぞ

れの活性化協議会が多くの取組をされており、低い目標を立てて達成したということではなく、高い

目標にベクトルを向けていくということが大切であると考えている。 

・ 一方で、令和２年は特殊性があるため、単に量的指標で設定すると難しい面が必ずある。今回のよ

うに外的に突如発生したパンデミックの影響による部分と、そうでない部分というのは、わかるよう

に準備をしておく必要がある。 

 

≪再編事業の状況≫ 

－資料８について事務局より説明－ 

 

 意見なし 

 

≪「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」等の改正≫ 

 

－資料９、資料５について事務局より説明－ 

 

（箕田委員）広島バスセンターターミナル事業本部長 

・ 資料５の２ページにおいて、今後の進め方として、今年度あと２回協議会を開催される予定とのこ

とだが、今回このコロナ禍の中、公共交通利用者が今後どう推移していくのか、またコロナ終息後利

用者は戻ってくるのか、あるいは生活様式が変わってしまい戻らない部分があるのかということを見

極めるには、もう少し時間がかかると思う。また先ほど説明のあった運賃プール制度などは、これま

で長い間実現できなかったことが法改正によって可能となりうる状況となってきているなど、公共交

通をとりまく環境は大きく変わってきている。こうした背景から、次の計画を策定するに当たっては、
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このメンバーでしっかり議論をして進めていっていただければと思う。 

 

（事務局） 

・ ご意見いただいたように、このコロナ禍の状況をしっかり議論していくことが必要であると考えて

いる。現在の網形成計画は最終年度となっており、改定に向けて今年度取り組むこととしているが、

本協議会委員の皆様にしっかり議論いただけるよう相談しながら、体制を作っていきたいと考えてい

る。 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ 資料９の２ページの共同経営計画については、広島市では１０年以上前から議論が行われてきたが、

法律の枠組みによって実現できなかったという経緯がある。今回、独占禁止法特例法が成立し、実現

可能となったのだから、どう実現していくのか、実現することがどう利便性につながっていくのかと

問われるようになる。この法律を活用して取り組むタイミングに今きているわけである。広島市地域

公共交通活性化協議会長としても、取り組んでいくべきであると考えており、単に交通事業者が集ま

って議論をするだけではなくて、バス協会が中心となって行っているデジタル化やダイヤの共通化に

ついてもセットで、ＩＣＴを使いながら、また、災害対応も含めて、運賃プール制を進めていく必要

があると思っている。各委員も、何十年に１回という大仕事をやる時期に今この場で意見を出し合う

というところから最後は広島にとって動きやすい街とはなんなのかということを念頭に議論いただ

きたい。 

 

（伊藤副会長）広島工業大学工学部環境土木工学科教授 

・ 運輸連合の仕組みが可能になったということで、実現に向けて議論を進めていけたらと思う。 

・ 公共交通が使いやすいような道路空間の再配分を考えて、バスだと、バス専用レーンや優先レーン

があるが、きちんと運用できているのかと思う部分があり、今、バスから車利用にシフトしている利

用者がいる中、結果的に渋滞を引き起こしてしまっているのではないかと思う箇所もある。公共交通

にシフトできるような道路空間の再配分をどうしていくのかという議論をしていけたらと思ってい

る。 

・ 今は公共交通利用を控えている人が増えているが、これまで公共交通の乗車密度というのは高すぎ

ていたのではないかとも考えられ、公共交通の快適性という観点では、例えば連接バスを導入するこ

とにより乗車密度を緩和させることができる。路面電車では、広島では３０ｍの長さの車両で走行し

ているが、ヨーロッパに行くと６０ｍとか、ドイツだと７５ｍの車両が走っていたりする。今後は、

乗車密度を下げて、ソーシャルディスタンスを保てるようにすることも考えてはどうかと思う。 

 

（事務局） 

・ 独占禁止法特例法の成立については、今後計画の見直しを進めるに当たって、目玉になってくると

思っているため、引き続き勉強をしながら、議論して進めていけたらと思っている。 

・ 道路空間の再配分については、公共交通をどうしていくかを考えるに当たって重要な視点であると

思っている一方、まちづくりとしてどうしていくかという視点も含め、議論させていただければと思

っている。 

・ 車両の大型化によってバスの密度を減少させることは可能となる一方、道路構造からみた際に、実

現可能かどうかということもある。 
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（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ 今意見が出たような話というのは、関係者が多く、広島市だけで考えるような話ではないのではな

いか。ヨーロッパの事例、運輸連合の実態にも詳しい伊藤教授に入っていただき、交通事業者、道路

管理者、運輸局、県警などが入り、本協議会の下部組織として実務的な公共交通利用のためのワーキ

ングを設置するということも考えられるのではないか。 

 

≪その他≫ 

 

（藤原会長）広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 

・ 最後に、いままで事業の効率性ばかりを見ていた時代があった。今後は、新しい価値観で物事を見

ていく時代がくるのではないかと予感している。例えば３千人以上の利用があるＪＲ駅でなければバ

リアフリーの駅舎にしないのか。これまでは効率性を考えると利用に応じてそうだろうと言われてき

たが、そうではなく、３千人に満たない駅こそバリアフリーが必要なのではないかといった考えを持

つ時代に来たのではないか。実現可能かどうかはまた別の議論ではあるが、自由主義で言われている

ような効率性から、どちらかというと、権利の保障のようなことに価値観が変わっていっていると思

う。このようなタイミングで網形成計画を見直すということであり、考え方を大きく変えていく必要

があると思っている。ここに集まる委員方の英知を交換できるような場になるよう考えていただきた

い。このようなフォーマルな場ではなく、若手が集まれるような場を意図的に作れたらと思っている

ので、ご参加いただけたらと思っている。 

 

 

以上 


